
















































議案第 12 号 

 
令和７年度常滑市一般会計補正予算（第６号） 

 
令和７年度常滑市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 323,824 千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,887,427 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は､「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 
（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

令和８年２月25日提出 

 
常滑市長 伊 藤 辰 矢  
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第２表 継続費補正 

１ 変 更 

款 項 事 業 名 総額 年度 年割額 

補 

正 

前 

10 教育費 
６保健 

  体育費 

市体育館大

規模改修事

業費 

千円 
 

 

3,061,900 

6 
千円 

233,157 

7 

 

869,127 

8 

 

1,959,616 

補 

正 

後 

10 教育費 
６保健 

  体育費 

市体育館大

規模改修事

業費 

 

 

 

3,061,900 

6 
 

233,157 

7 

 

1,152,762 

8 

 

1,675,981 

 

 

第３表 繰越明許費補正 

１ 追 加 

款 項 事 業 名 金 額 

２総務費 
３戸籍住民 

 基本台帳費 

戸籍住民基本台帳事務費 
千円 

3,564 
 

第３次戸籍電算化事業費 
 

1,848 

コンビニ交付システム事業費 
 

1,078 

６農林 

水産業費 
１農業費 

新基本計画実装・農業構造転

換支援事業費補助金 

 

271,598 

８土木費 ２道路橋梁費 

多屋線道路改良事業費 多屋

町 

 

55,000 

多屋線道路改良事業費 単独

分 

 

1,036 

10 教育費 ３中学校費 中学校長寿命化改良工事費 
 

168,000 
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第４表 地方債補正 

１ 変 更 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

補 

正 

前 

公共施設等取壊し

事業 

千円 

 

 

 

 

13,400 普通貸借 

5.0％以内 
(ただし、利率見

直し方式で借り

入れる資金につ

いて、利率の見

直しを行った後

においては、当

該見直し後の利

率) 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者と協定するもの

による。ただし、市財政

の都合により据置期間及

び償還期限を短縮し、若

しくは繰上償還し、又は

低利に借換えることがで

きる。 

かんがい排水事業 12,600 〃 〃 〃 

県営防災ダム事業 4,100 〃 〃 〃 

農道施設改良事業 3,800 〃 〃 〃 

道路ストック総点

検事業 
27,000 〃 〃 〃 

公園改修事業 22,500 〃 〃 〃 

公営住宅改修事業 7,000 〃 〃 〃 

防災格納庫整備事

業 
10,900 〃 〃 〃 

小学校校舎改修事

業 
13,100 〃 〃 〃 

小学校体育施設改

修事業 
35,100 〃   

小学校長寿命化改

良事業 
6,400 〃 〃 〃 

小学校空調設備整

備事業 
7,100 〃 〃 〃 

中学校長寿命化改

良事業 
306,200 〃 〃 〃 

市体育館大規模改

修事業 
782,100 〃 〃 〃 

計 1,766,200 ― ― ― 

 

7



起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

補 

正 

後 

公共施設等取壊し

事業 

千円 

 

 

 

 

4,600

 

普通貸借 

5.0％以内 
(ただし、利率見

直し方式で借り

入れる資金につ

いて、利率の見

直しを行った後

においては、当

該見直し後の利

率) 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者と協定するもの

による。ただし、市財政

の都合により据置期間及

び償還期限を短縮し、若

しくは繰上償還し、又は

低利に借換えることがで

きる。 

かんがい排水事業 3,500 〃 〃 〃 

県営防災ダム事業 8,500 〃 〃 〃 

農道施設改良事業 2,700 〃 〃 〃 

道路ストック総点

検事業 
9,500 〃 〃 〃 

公園改修事業 13,500 〃 〃 〃 

公営住宅改修事業 5,300 〃 〃 〃 

防災格納庫整備事

業 
6,400 〃 〃 〃 

小学校校舎改修事

業 
7,400 〃 〃 〃 

小学校体育施設改

修事業 
26,900 〃 〃 〃 

小学校長寿命化改

良事業 
1,500 〃 〃 〃 

小学校空調設備整

備事業 
3,700 〃 〃 〃 

中学校長寿命化改

良事業 
346,500 〃 〃 〃 

市体育館大規模改

修事業 
971,300 〃 〃 〃 

計 1,926,200 ― ― ― 
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令 和 ７ 年 度 
 

常 滑 市 一 般 会 計 
 

補 正 予 算 説 明 書 
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令
和
６
年
度
令
和
７
年
度
令
和
８
年
度

0計 3,061,900 172,080 2,634,900 254,920

1,675,981 1,508,300 167,681 0

1,152,762 94,363 971,300 87,099 0

10　教育費 ６　保健
　　体育費

市体育館大
規模改修事
業費

233,157 77,717 155,300 140 0

一般財源
年
度

全　　　　体　　　　計　　　　画
左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　定　財　源年割額

継　　　　続　　　　費　　

国県支出金

款 項 事業名

その他地方債
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（単位：千円）

100.00 0 1,102,284 1,102,284 1,959,616

1,959,616 64.0

1,102,284 1,102,284 36.0

0.0

令和７年度末
ま　 で 　の
支出予定額

令和７年度

支出予定額

　　調　　　　書

令和６年度末
ま　 で 　の

支出（見込）額

令和５年度末
ま　 で 　の
支　 出　 額

令和８年度
以　　　　降
支出予定額

継続費の
総  額  に
対  す  る

進 捗 率(％)
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議案第 13 号 

 
令和７年度常滑市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 
令和７年度常滑市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 90,588 千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,073,084 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は､「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年２月25日提出 

 
常滑市長 伊 藤 辰 矢  
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令 和 ７ 年 度 
 

常滑市国民健康保険事業特別会計 
 

補 正 予 算 説 明 書 
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議案第 14 号 

 
令和７年度常滑市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 
令和７年度常滑市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 37,688 千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,089,499 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は､「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年２月25日提出 

 
常滑市長 伊 藤 辰 矢  
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令 和 ７ 年 度 
 

常 滑 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 
 

補 正 予 算 説 明 書 
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議案第 15 号 

 
令和７年度常滑市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 
令和７年度常滑市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 8,578 千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,436,040 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は､「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和８年２月25日提出 

 
常滑市長 伊 藤 辰 矢  
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令 和 ７ 年 度 
 

常滑市介護保険事業特別会計 
 

補 正 予 算 説 明 書 
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議案第 16 号 

 
令和７年度常滑市常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

 
令和７年度常滑市の常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計補正予算（第２

号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 61,119 千円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 135,634 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は､「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

令和８年２月25日提出 

 
常滑市長 伊 藤 辰 矢  
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第２表 地方債補正 
１ 変 更 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

補 

正 

前 

 

 

 

 

土地区画整理事

業 

千円 

 

 
 

 

37,300 

 
 

 

 

普通貸借 

 

5.0％以内 
(ただし、利率見

直し方式で借り

入れる資金につ

いて、利率の見

直しを行った後

においては、当

該見直し後の利

率) 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者と協定するもの

による。ただし、市財政

の都合により据置期間及

び償還期限を短縮し、若

しくは繰上償還し、又は

低利に借換えることがで

きる。 

計 37,300 ― ― ― 

補 

正 

後 

 

 

 

 

土地区画整理事

業 

千円 

 

 
 

 

29,000 

 

 

 

普通貸借 

5.0％以内 
(ただし、利率見

直し方式で借り

入れる資金につ

いて、利率の見

直しを行った後

においては、当

該見直し後の利

率) 

 政府資金については、

その融資条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者と協定するもの

による。ただし、市財政

の都合により据置期間及

び償還期限を短縮し、若

しくは繰上償還し、又は

低利に借換えることがで

きる。 

計 29,000 ― ― ― 
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令 和 ７ 年 度 
 

常滑市常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計  
 

補 正 予 算 説 明 書 
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議案第17号 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月25日提出 

 

常滑市長 伊 藤 辰 矢 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年常滑市条例第12号）のうち、次の表の改正前欄

に掲げる規定を、同表の改正後欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第１条、第２条関係） 別表（第１条、第２条関係） 

区分 報酬の額 旅費の額 

略 旅 費 条 例 に 規

定 す る 市 長 等

の旅費相当額 農 業 委

員会 

会長 月額25,300円及び

年 額 264,000 円 以

内で市長が定める

額 

区分 報酬の額 旅費の額 

略 旅 費 条 例 に 規

定 す る 市 長 等

の旅費相当額 農 業 委

員会 

会長 月額 25,300円 

委員 月額 21,000円 

農 地 利

用 最 適
月額 21,000円 

1



改正後 改正前 

委員 月額21,000円及び

年 額 264,000 円 以

内で市長が定める

額 

農 地 利

用 最 適

化 推 進

委員 

月額21,000円及び

年 額 264,000 円 以

内で市長が定める

額 

略 

略 
 

化 推 進

委員 

略 

略 
 

  

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬について、月額報酬に加え、国の農地利用最適化

交付金を活用し、活動実績に応じた年額報酬を支給するため。 

2



特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の
一部改正について

１ 趣旨

農業委員会の委員の報酬について、月額報酬に加え、国の農地利用最適化交付金を活用し、活動実績に
応じた年額報酬を支給するため、所要の改正を行うもの。

３ 改正内容

【現 行】

農業委員会会長／月額25,300円 農業委員・農地利用最適化推進委員／月額21,000円

【改正後】

現行の月額報酬に加え、各委員の活動実績に応じて年額264,000円以内で市長が定める額を支給

※昨年度の活動実績から仮算定した場合 27,600円～188,400円／年（内示率100％の場合）

２ 改正理由

昨年度に策定した地域計画について、その後のブラッシュアップ(将来的な担い手への農地利
用集約)に向けた話し合いや農業振興地域からの除外時における協議など農業委員会の業務が多く
なってきている中、国や県、全国農業会議所や愛知県農業会議からも国の交付金を活用して報酬
の上乗せを実施するよう指導があった。また、現在では県内の約半数の市町村で上乗せ条例が適
用されている中、近隣市町においても上乗せを実施する方向となったため、本市においても上乗
せを行う。

(資料)

3



【参考】

（１）農業委員会の構成…農業委員16人、農地利用最適化推進委員13人（常滑市の定員）

（２）農業委員等の活動…①権利移動申請・農地転用案件に係る現地調査及び総会での審議
②担い手と地権者のマッチング
③農地パトロール
④新規就農希望者への支援
⑤地域計画に係る話し合いへの主体的な参加

４ 財 源

上乗せ分は交付金の範囲内で行う（100％国庫負担）

５ 施行期日
この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第18号 

 

常滑市公契約条例の一部改正について 

 

常滑市公契約条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月25日提出 

 

常滑市長 伊 藤 辰 矢 

 

常滑市公契約条例の一部を改正する条例 

 

常滑市公契約条例（令和５年常滑市条例第１号）のうち、次の表の改正前欄に掲げる規定を、同表の改正後欄に掲げる

規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

(４) 受注者等 市と公契約を締結する者及び市以外

の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は

受託する者（以下「受託者等」という。）をいう。 

(４) 受注者等 市と公契約を締結する者及び市以外

の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は

受託する者（以下「下請負者」という。）をいう。 

(５) 略 

 

(５) 略 

 

（市内事業者の受注機会の確保） （市内事業者の受注機会の確保） 

第９条 略 第９条 略 

1



改正後 改正前 

２ 受注者等は、公契約に係る業務について、受託者等

を選定するとき又は資材等を調達するときは、市内事

業者の積極的な活用に努めるものとする。 

 

２ 受注者等は、公契約に係る業務について、下請負者

を選定するとき又は資材等を調達するときは、市内事

業者の積極的な活用に努めるものとする。 

 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

下請代金支払遅延等防止法の題名及び用語の変更等の改正が行われたことに倣い、所要の改正をするため。 

2



常滑市公契約条例の一部改正について

１ 趣旨

「下請」という用語が委託側と受託側の上下関係を連想させる側面があることから、これを払拭するため、「下
請代金支払遅延等防止法」において、題名に加え、用語の変更等の改正が行われたことに倣い、条例中の用語を見
直すもの。

（資料）

３ 施行期日

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

２ 改正内容

第２条第４号及び第９条第２項の規定中、「下請負者」を「受託者等」に改める。

3



 

 

議案第19号 

 

常滑市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

常滑市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月25日提出 

 

常滑市長 伊 藤 辰 矢 

 

常滑市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

常滑市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和55年常滑市条例第31号）のうち、次の表の改正前欄に掲げる規定を、

同表の改正後欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（一時保育事業） ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第６条 第３条に規定する保育所のうち規則で定めるも

のは、一時保育事業（法第６条の３第７項に規定する

一時預かり事業をいう。）を行う。 

 

 

（乳児等通園支援事業） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第７条 第３条に規定する保育所のうち規則で定めるも

のは、法第６条の３第23項に規定する乳児等通園支援

事業を行う。 

 

 

（保育料等の徴収） （保育料等の徴収） 

1



 

 

改正後 改正前 

第８条 市長は、第５条第１号の教育・保育給付認定子

どもが保育所に入所したときは、当該教育・保育給付

認定子どもの扶養義務者から、支援法第27条第３項第

２号に規定する政令で定める額を限度として市長が規

則で定める保育料を徴収する。 

第６条 市長は、前条第１号の教育・保育給付認定子ど

もが保育所に入所したときは、当該教育・保育給付認

定子どもの扶養義務者から、支援法第27条第３項第２

号に規定する政令で定める額を限度として市長が規則

で定める保育料を徴収する。 

２ 市長は、第５条第２号又は第３号の児童が保育所に

入所したときは、法第56条第２項の規定により、当該

児童の扶養義務者から、当該措置に係る費用の全部又

は一部として市長が規則で定める保育料を徴収する。 

２ 市長は、前条第２号又は第３号の児童が保育所に入

所したときは、法第56条第２項の規定により、当該児

童の扶養義務者から、当該措置に係る費用の全部又は

一部として市長が規則で定める保育料を徴収する。 

３ 市長は、第５条第４号の児童が保育所に入所したと

きは、地方自治法（昭和22年法律第67号）第225条の規

定により、当該児童の扶養義務者から、市長が規則で

定める使用料を徴収する。 

３ 市長は、前条第４号の児童が保育所に入所したとき

は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第225条の規定

により、当該児童の扶養義務者から、市長が規則で定

める使用料を徴収する。 

４ 市長は、児童の扶養義務者が第６条又は第７条に規

定する事業を利用したときは、地方自治法第225条の規

定により、当該扶養義務者から、市長が規則で定める

使用料を徴収する。 

 

 

第９条 略 

 

第７条 略 

 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 
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令和８年度から開始する乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について、常滑市立保育所で実施する場合にお

ける利用料の規定を定めるため。 
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常滑市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について

１ 趣旨

２ 改正内容

（資料）

令和８年度から開始する「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」について、常滑市立保育所で実施
する場合における利用料の規定を定めるもの。

市町村が公立の保育所等で乳児等通園支援事業を行う場合には、その利用料は「公の施設」の「使用料」に該
当し、地方自治法第225条及び第228条第１項の規定により、条例に徴収根拠を定めるものとされているため、常
滑市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する。

３ 施行期日

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

※乳児等通園支援事業を行う常滑市立保育所や利用料の金額に関する事項は、規則で別に定める。

• 常滑市立三和西保育園、常滑市立瀬木保育園
• 利用時間１時間につき300円を基準とする（国の標準利用料）

条項 内容

第７条 乳児等通園支援事業を常滑市立保育所で行うことの規定の追加

第８条第４項 乳児等通園支援事業の利用料を徴収することの規定の追加

4



議案第20号 

 

常滑市介護保険条例の一部改正について 

 

常滑市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月25日提出 

 

常滑市長 伊 藤 辰 矢 

 

常滑市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

常滑市介護保険条例（平成12年常滑市条例第３号）のうち、次の表の改正前欄に掲げる規定を、同表の改正後欄に掲げ

る規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 

 

附 則 

 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定

方法の特例） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ 

第９条 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期

日においてこの市に住所を有しない者を除き、同年度分

の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において

この市に住所を有する者（同法第294条第３項の規定によ

りこの市の住民基本台帳に記録されている者とみなされ

た者を含む。）に限る。以下この条及び次条第１項にお

 

1



改正後 改正前 

いて同じ。）のうち、令和７年の合計所得金額に給与所

得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法第28条

第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金

額が55万千円以上65万千円未満である者に限る。）の令

和８年度における保険料率の算定についての第４条第１

項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号

ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。）の規定

の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和25

年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所

得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは

第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３

第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合

計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、

「合計所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定す

る合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第

28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に

は、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定

によって計算した金額に令和７年中の同条第１項に規定

する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加

えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除

2



改正後 改正前 

の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条

の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とす

る。以下同じ。）」とする。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給

与所得が含まれている者（同年中の給与等の収入金額が

65万千円以上161万９千円未満である者に限る。）の令和

８年度における保険料率の算定についての第４条第１項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号

ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。）の規定

の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和25

年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所

得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは

第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３

第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合

計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、

「合計所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定す

る合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第

28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に

は、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定
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改正後 改正前 

によって計算した金額に10万円を加えた額によるものと

し、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定す

る特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」とす

る。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給

与所得が含まれている者（同年中の給与等の収入金額が

161万９千円以上190万円未満である者に限る。）の令和

８年度における保険料率の算定についての第４条第１項

（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号

ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。）の規定

の適用については、同項第６号ア中「地方税法（昭和25

年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所

得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特別措

置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは

第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３

第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３

第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合

計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回

る場合には、零とする。以下同じ。）」とあるのは、

「合計所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定す

る合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第
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改正後 改正前 

28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合に

は、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定

によって計算した金額に65万円から令和７年給与所得控

除額（令和７年中の所得税法第28条第１項に規定する給

与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法

等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）第１条

の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第

５」という。）の給与等の金額として、別表第５により

当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の給

与等の金額を控除して得た額をいう。）を控除して得た

額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特

別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令

第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た

額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零と

する。以下同じ。）」とする。 

 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例）  

第10条 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の

算定についての第４条第１項の規定の適用については、

当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世

帯員のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２

号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当する者がある

ときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定

による市町村民税が課されている者とみなす。 
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改正後 改正前 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれてい

る者（令和８年度分の保険料の賦課期日においてこの

市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年

度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日に

おいてこの市に住所を有するもの（同法第294条第３

項の規定によりこの市の住民基本台帳に記録されてい

る者とみなされた者を含む。） 

 

(２) 地方税法第295条第１項第２号に掲げる者に該当

し、かつ、令和８年度分の同法の規定による市町村民

税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が55万千円以上65

万千円未満であり、かつ、135万円から同年の合計

所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収

入金額から55万円を控除して得た額以下である場合 

 

イ  令和７年中の給与等の収入金額が65万千円以上

161万９千円未満であり、かつ、135万円から同年の

合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である

場合 

 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が161万９千円以

上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合

計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年

中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を

別表第５の給与等の金額として、別表第５により当
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改正後 改正前 

該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除後の

給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以

下である場合 

(３) 地方税法第295条第１項各号に掲げる者に該当せ

ず、かつ、令和８年度分の同法の規定による市町村民

税が課されていない者であって、次のアからウまでに

掲げる場合のいずれかに該当するもの 

 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が55万千円以上65

万千円未満であり、かつ、常滑市税条例（昭和29年

常滑市条例第25条。以下「市税条例」という。）第

26条第２項で定める金額から同年の合計所得金額を

控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から

55万円を控除して得た額以下である場合 

 

イ  令和７年中の給与等の収入金額が65万千円以上

161万９千円未満であり、かつ、市税条例第26条第

２項で定める金額から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が10万円以下である場合 

 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が161万９千円以

上190万円未満であり、かつ、市税条例第26条第２

項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して

得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額

から当該給与等の収入金額を別表第５の給与等の金

額として、別表第５により当該金額に応じて求めた

別表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除し
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改正後 改正前 

て得た額を控除して得た額以下である場合 

２ 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定

についての第４条第１項の規定の適用については、当該

第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、か

つ、同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当

するときは、当該第１号被保険者は、同年度分の地方税

法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

 

 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

介護保険法施行令の一部改正に伴い、本条例を改正する必要があるため。  
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１ 趣旨
介護保険法施行令の一部を改正する法律の公布に伴い、常滑市介護保険条例について所要の改正をするもの。

２ 改正理由

令和７年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得

控除について最低保障額を55万円から65万円に10万円引き上げる見直し（以下「令和７年度見直し」とい

う。）が行われた。

一方で、介護保険制度は、原則３年を１期とするサイクルで保険料収入を見込んだうえで事業を運営してお

り、第１号被保険者の保険料（以下「第１号保険料」という。）は、市町村民税課税の有無や合計所得金額等

に基づいて算定していることから、令和７年度見直しによって介護保険料収入が減少し、第９期介護保険事業

計画中（令和６～８年度）の保険料収入が不足する可能性がある。

そこで、令和７年度見直しによる第１号保険料への影響を遮断するため、介護保険法施行令において令和８

年度の保険料算定のみに限り適用される特例が設けられ、市の条例についても改正が必要となった。

常滑市介護保険条例の一部改正について

（資料）
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３ 改正内容

令和８年度分保険料率の算定において以下の特例を適用する。

（１）保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例

令和７年中の給与等の収入金額が55万千円以上190万円未満である場合、保険料率の算定基準となる

合計所得金額を令和７年度見直し前の水準まで引き上げる。

（２）保険料率の算定に関する基準の特例

市町村民税課税の有無を令和７年度見直し前の基準に基づいて判定する。

４ 施行期日
この条例は、令和８年４月１日から施行する。

※ただし、特例の適用においては新たな税情報が必要となるため、対象者は、令和８年度分の介護保険料の

賦課期日（令和８年４月１日）において常滑市に住所を有する者であり、かつ、令和８年度分の地方税法

の規定による市町村民税の賦課期日（令和８年１月１日）において常滑市に住所を有する者に限る。

≪例≫前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合

〇令和７年度…市民税は課税、介護保険料は第６段階

〇令和８年度…市民税は非課税、介護保険料は第６段階

※令和７年中の給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げられ、常滑市においては

給与収入103万円までが市民税非課税となるが、介護保険料の算定には従来どおりの

93万円までを非課税ラインとして扱う。
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≪参考≫ 令和７年度見直し（税制改正による給与所得控除額の引上げ）

所得段階 対象者 保険料（年額）

第１段階

生活保護受給者

20,170円

市町村民税非課税世帯

・老齢福祉年金受給者
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下

第２段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円超120万円以下 34,330円

第３段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 48,490円

第４段階 市町村民税課税世帯で
本人非課税

合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円以下 63,720円

第５段階 合計所得金額と課税年金収入額の合計が82万6,500円超 70,800円

第６段階

市町村民税本人課税

合計所得金額が120万円未満 84,960円

第７段階 合計所得金額が120万円以上210万円未満 92,040円

第８段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満 106,200円

第９段階 合計所得金額が320万円以上420万円未満 120,360円

第10段階 合計所得金額が420万円以上520万円未満 134,520円

第11段階 合計所得金額が520万円以上620万円未満 148,680円

第12段階 合計所得金額が620万円以上720万円未満 162,840円

第13段階 合計所得金額が720万円以上 169,920円

給与の収入金額 改正後の控除額 改正前の控除額

162万５千円以下 65万円 55万円

162万５千円超180万円以下 65万円 収入金額×40％－10万円

180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30％＋８万円

≪参考≫ 令和８年度の所得段階別第１号保険料（介護保険料）
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議案第21号 

 

常滑市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

常滑市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月25日提出 

 

常滑市長 伊 藤 辰 矢  

 

常滑市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

常滑市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年常滑市条例第22号）のうち、次の表の改正前欄に掲げる規定を、同表の

改正後欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

 （補償基礎額）  （補償基礎額） 

第５条 略 第５条 略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 ２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。 

 (１) 略  (１) 略 

 (２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従

事者又は応急措置従事者（以下「消防作業従事者等」

という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務

に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作

業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

 (２) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従

事者又は応急措置従事者（以下「消防作業従事者等」

という。）が消防作業等に従事し、若しくは救急業務

に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作

業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急

1



 

改正後 改正前 

措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病に

より死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、

10,000円とする。ただし、その額が、その者の通常得

ている収入の日額に比して公正を欠くと認められると

きは、15,000円を超えない範囲内においてこれを増額

した額とすることができる。 

措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病に

より死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、

9,700円とする。ただし、その額が、その者の通常得て

いる収入の日額に比して公正を欠くと認められるとき

は、14,500円を超えない範囲内においてこれを増額し

た額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員

又は非常勤水防団員若しくは消防作業従事者等（以下

「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日におい

て、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の

扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある

非常勤消防団員等については、前項の規定による金額

に、第１号に該当する扶養親族については１人につき433

円を、第２号から第５号までのいずれかに該当する扶養

親族については１人につき217円を、それぞれ加算して得

た額をもって補償基礎額とする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常勤消防団員

又は非常勤水防団員若しくは消防作業従事者等（以下

「非常勤消防団員等」という。）の事故発生日におい

て、他に生計のみちがなく主として非常勤消防団員等の

扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある

非常勤消防団員等については、前項の規定による金額

に、第１号に該当する扶養親族については１人につき100

円を、第２号に該当する扶養親族については１人につき

383円を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶

養親族については１人につき217円を、それぞれ加算して

得た額をもって補償基礎額とする。 

  (１) 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。） 

 (１)～(５) 略  (２)～(６) 略 

４ 略 

 

４ 略 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

補償基礎額表 補償基礎額表 
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改正後 改正前 

階級 

勤務年数 

10年未満 
10年以上 

20年未満 
20年以上 

 円 円 円 

団長及び副団長 13,340 14,170 15,000 

分団長及び副分団長 11,670 12,500 13,340 

部長、班長及び団員 10,000 10,840 11,670 
 

階級 

勤務年数 

10年未満 
10年以上 

20年未満 
20年以上 

 円 円 円 

団長及び副団長 12,900 13,700 14,500 

分団長及び副分団長 11,300 12,100 12,900 

部長、班長及び団員 9,700 10,500 11,300 
 

 備考 

  １・２ 略 

 備考 

  １・２ 略 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の常滑市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後

に支給すべき事由の生じた常滑市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」

という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年

金、同条第４号イに規定する障害補償年金及び同条第６号イに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」とい

う。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給す

べき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

 

提案理由 

最近における社会経済情勢に鑑み、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額及び扶養に係る補償基礎額の
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加算額の改定を行う必要があるため。 
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常滑市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

１ 趣旨

一般職の職員の給与に関する法律が改正されることに伴い、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に

係る補償基礎額及び扶養に係る補償基礎額の加算額について、所要の改正を行うもの。

２ 改正内容

（資料）

（１）第５条第２項第２号中、消防作業従事者等の補償基礎額の最低額を9,700円から10,000円に、最高額を14,500円か

ら15,000円に改める。

（２）同条第３項中、扶養に係る補償基礎額の加算額を以下のとおりに改める。

第１号 第２号 第３号 第４号 第５号 第６号

区分 配偶者

22歳に達する
日以後の最初
の３月31日ま
での間にある
子

22歳に達する
日以後の最初
の３月31日ま
での間にある
孫

60歳以上の父
母及び祖父母

22歳に達する
日以後の最初
の３月31日ま
での間にある
弟

重度心身障害
者

令和７年度 加算額（日額） 100円 383円 217円

令和８年度 加算額（日額） 廃止 433円 217円
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３ 施行期日

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

階級

勤 務 年 数

10年未満 10年以上20年未満 20年以上

団長及び副団長 13,340(12,900) 14,170(13,700) 15,000(14,500)

分団長及び副分団長 11,670(11,300) 12,500(12,100) 13,340(12,900)

部長、班長及び団員 10,000 (9,700) 10,840(10,500) 11,670(11,300)

（３）別表（第５条関係）

備考：( )内書は現行の補償基礎額
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議案第22号 

 

常滑市火災予防条例の一部改正について 

 

常滑市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  

令和８年２月25日提出 

 

常滑市長 伊 藤 辰 矢 

 

常滑市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

常滑市火災予防条例（昭和37年常滑市条例第３号）のうち、次の表の改正前欄に掲げる規定を、同表の改正後欄に掲げ

る規定に、下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（簡易サウナ設備） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接

する場所に設けるテント型サウナ室（サウナ室のうちテ

ントを活用したものをいう。）又はバレル型サウナ室

（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをい

う。）に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワッ

ト以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするも

のをいう。以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる

基準によらなければならない。 

＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(１) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合 ＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正後 改正前 

を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安

全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の

離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離

を保つこと。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿ 

(２) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直

ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の

装置を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウ

ナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した

際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合

は、この限りではない。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、

構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１

号、第10号から第14号まで、第17号から第18号の３ま

で、第２項第６号及び第３項並びに第４項を除く。）及

び第５条第１項の規定を準用する。 

 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（一般サウナ設備） （サウナ設備） 

第７条の３ 一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサウ

ナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。

以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によら

なければならない。 

第７条の２ サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設

備」という。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によ

らなければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 一般サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直

ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の

装置を設けること。 

(２) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちに

その熱源を遮断することができる手動及び自動の装置

を設けること。 
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改正後 改正前 

２ 前項に規定するもののほか、一般サウナ設備の位置、

構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１号

及び第10号から第12号までを除く。）の規定を準用す

る。 

 

２ 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造

及び管理の基準については、第３条（第１項第１号及び

第10号から第12号までを除く。）の規定を準用する。 

 

（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） （火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第29条 火災に関する警報が発せられた場合における火の

使用については、次の各号に定めるところによらなけれ

ばならない。 

第29条 火災に関する警報が発せられた場合における火の

使用については、次の各号に定めるところによらなけれ

ばならない。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

 (７) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口

等を閉じて行なうこと。 

 

（住宅における火災の予防の推進） （住宅における火災の予防の推進） 

第29条の７ 市は、住宅における火災の予防を推進するた

め、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。 

第29条の７ 市は、住宅における火災の予防を推進するた

め、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。 

(１) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消

火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機

器、感震ブレーカーその他の物品、機械器具及び設備

の普及の促進 

(１) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消

火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器

その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進 

(２) 略 (２) 略 

２ 略 

 

２ 略 

 

（火を使用する設備等の設置の届出） （火を使用する設備等の設置の届出） 

第44条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発 第44条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発

3



 

 

改正後 改正前 

生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを

設置しようとするものは、あらかじめ、その旨を消防長

に届け出なければならない。 

生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを

設置しようとするものは、あらかじめ、その旨を消防長

に届け出なければならない。 

(１)～(６) 略 

(６の２ )  簡易サウナ設備（個人が設けるものを除

く。） 

(１)～(６) 略 

(７ ) 一般サウナ設備（個人の住居に設けるものを除

く。） 

(７) サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

(７の２)～(15) 略 (７の２)～(15) 略 

 

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等

の届出） 

（火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等

の届出） 

第45条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あら

かじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。 

第45条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あら

かじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。 

(１) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれの

ある行為（たき火を含む。） 

(１) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれの

ある行為 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

(５) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそ

れのある道路工事 

(５) 消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそ

れのある道路工事 

(６)・(７) 略 (６)・(７) 略 

  

 

附 則 

この条例は、令和８年３月31日から施行する。 
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提案理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の

一部改正等に伴い、条例を改正するもの。 
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（１）簡易サウナ設備（第７条の２） 【例：簡易サウナ】

従来の消防法令上のサウナ設備と特性が異なることから、

対象火気設備等の種類に「簡易サウナ設備」を追加した。

（２）一般サウナ設備（第７条の３）

簡易サウナ設備以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」とした。

（３）火災に関する警報の発令中における火の使用の制限（第29条）

第29条第７号を削除した。 【例：感震ブレーカー】

（４）住宅における火災予防の推進（第29条の７）

住宅における火災の予防を推進するための施策に「感震ブレーカー」の

普及促進を明記した。

常滑市火災予防条例の一部改正について

１ 趣旨

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定め

る省令の一部改正等に伴い、条例を改正するもの。

２ 改正内容

1

（資料）

6



2

３ 施行期日

この条例は、令和８年３月31日から施行する。

（５）火を使用する設備等の設置の届出（第44条）

簡易サウナ設備について、火災危険性が低いと考えられる個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に

届出を要することとした。

（６）火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出（第45条第１項第１号及び第５号）

ア 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為に、「たき火を含む」を明記した。

イ 道路工事届の「その他消防活動」を「その他消火活動」とした。
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議案第23号 

 

常滑市立青海こども園の設置及び管理に関する条例の廃止について 

 

常滑市立青海こども園の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次のように定める。 

 

令和８年２月25日提出 

 

            常滑市長 伊 藤 辰 矢 

 

常滑市立青海こども園の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 

常滑市立青海こども園の設置及び管理に関する条例（平成22年常滑市条例第24号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

提案理由 

常滑市立青海こども園を閉園するため。 

1











  

 

 

議案第25号 

 

市道の路線廃止について 

 

 道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定に基づき、次のとおり市道の路線を廃止するため、同条第３項で準

用する同法第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和８年２月25日提出 

 

                     常滑市長 伊 藤 辰 矢  

 

路線名 
起  点 

終  点 
延長(ｍ) 

市道2052号線 
常滑市鯉江本町５丁目141番地先から 

常滑市鯉江本町６丁目112番地先まで 
165.3 

 

提案理由 

 常滑駅周辺土地区画整理事業の進捗に伴い市道の起点を変更するため。 

1
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（資料１）



  

 

 

議案第26号 

 

市道の路線認定について 

 

 道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり市道の路線を認定するため、同条第２項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

  令和８年２月25日提出 

 

                     常滑市長 伊 藤 辰 矢  

 

路線名 
起  点 

終  点 
延長(ｍ) 

市道1588号線 
常滑市榎戸町３丁目８番12地先から 

常滑市榎戸町３丁目14番18地先まで 
96.4 

市道1589号線 
常滑市錦町３丁目519番９地先から 

常滑市錦町３丁目519番４地先まで 
37.5 

市道2052号線 
常滑市鯉江本町５丁目168番２地先から 

常滑市鯉江本町６丁目112番地先まで 
77.8 

 

提案理由 

 宅地開発に伴い道路として帰属した新規路線及び常滑駅周辺土地区画整理事業の進捗に伴い起点を変更した路線を認定

するため。 
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